
書式第 12号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

2021 lF度 事 業 報 告 書

2菫鍾識整型題鰹塾_麺製旦壼
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『 医療を通じてアフリカと日本をつなぎ健康と笑顔を届ける』をミッションに、2016年度より展

開を開始したアフリカのタンザニア グルエスサラーム近郊の農村部で行っている置き薬事業の経

続と、その置き薬の効果のエビデンスを確認するための研究活動の準備を行いました。

2020年度に引続き新型コロナウイルス感染拡大の影響から、日本からのスタッフ渡航は制限があ

り、現地でも薬の仕入れ場所である都市部グルエスサラームから活動 している村への往来も一部制

約がありました。そのような状況下でも、オンラインミーティングツールを活用して、現地メンパー

と今まで以上にコミュニケーションをとることで現地活動を進めてまいりました。

活動地域は昨年と同じプワニ州キサラウェ地区のプワマ村・ムレグレ村の周辺、ングオンベヘラ集

落と、キペラ村の一部に置き薬を配置しており、住民の薬へのアクセスの改善と、置き薬箱に薬の服

用方法や病気の予防方法を記入したリーフレット同梱や住民への紙芝居などでの医療教育の実施、

また置き薬へのフィー ドバックと住民の医療知識、行動についてのアンケー トを行いました。

また研究に関しては昨年度締結されたタンザニアの日立大学、ムヒンビリ大学の薬学部との共同

研究開始の準備を進めていきました。置き薬は日本発祥の 3∞ 年前のビジネスモデルであるため、現

代のアフリカの環境に適 したものとなるように、エビデンスを検証 し事業を改革していきます。

一年を通 じて外部登壇、主催イベン ト、各種メディアヘの露出、メールマガジンやホームページ、

SNSな どを活用 した広報活動を行い、AfriMedicoの 活動 とアフリカの医療の現状についての理解を

広める活動共有を行いました。
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2.事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

● 置き薬システムを通 じたアフリカの医療環境改善活動の促進 。医療教育知識啓発事業

く現地での置き薬事業 と医療教育>

プワマ村、ムレグレ村各村の置き薬マネージャーを通 じて、置き薬の配置、補充、また薬の正 し

い服用方法、予防などの医療教育を行っています。現時点でアクティプに置き薬を設置・利用 して

頂いている世帯数は 67世帯となってお り、昨年度より減少 している傾向にあります。この理由に

は、未払い顧客への リフィルを一時見直 している事などがあり、現地オペ レーションをどう改良し

ていくか課題が見えた年にもなりました。

また置き薬事業オペ レーシ ョン改善のため現地置き薬マネージャーが使用するモバイルアプ リ

の開発を昨年度より進めてお り、現地オペ レーションの定着化を進めています。

<研究活動>

2019年 11月 にタンザニアの日立大学であるムヒンピリ大学の薬学部 と共同研究の契約締結後

より、 Kisarawe Districtで の調査活動開始のため、プロ トコール作成 。同意書作成 。アンケー

ト内容の作成 と見直 し、スワヒリ語翻訳などと共に東京女子医大・ムヒンピリ大学の両倫理委員会

への申請などを進めてまい りました。

<現地 との遠隔 コミュニケーション強化>

例年と異な り、 日本人スタッフのタンザニア肪問時での対面 ミーティングの数が少なくなった

一方、オンラインでの ミーティングを主として活動展開する事を定着化させてきました。例年です

と渡航 したスタッフのみとのコミュニケーションが主になって しま うところ、オンラインで行 う

ことで日本からもより多くのメンパーが参加でき、より結びつきが強くなりました。

● 上記を支える活動 として、国内での寄付者、賛同者獲得

・ 活動に賛同、支援 してくださる方を増やすための広報活動を行い、日標 としていた年間1∞人

を超える方か ら寄付をいただくことができました。

● その他の活動

・組織運営や リーダーシップ等の講演による収入を得てお ります。

定款に記載
された

事業名

事 業 内 容 日時

受益

対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

ア フ リカの医療
環暁改善事業、お
よび ア フ リカに

おける医療教育・

知餞啓発事業

タンザニアにおける医療 ilD疎地域
において配置薬事業を展開する
上記薬剤の配置拠点において、疾

病の予防 。治療方法や薬剤の適正

使用を目的 とした医療教育を行 う

通年 タンザニア

(Pwanl州
X33araWe
dlstnc0

179
世帯

2,440
(千円)



法人名 :特定非営利活動法人A,Medico

通塾趾笙三
2021年  4月  1日 2022年  3月  31日 まで

(単位 :円 )

料  目 全  ●
I饉常収益

1.受取会費

受取会費
う。受取寄付金

受取寄付金

1.受取助成金等

受取助成金

1.その他収益

受取利息

経常収益計

I経常費用

1.事業費

(1)人件費

人件費計

(2)その他経費

外注費

支払手数料

研究費

その他

その他経費計

事業費計

う.管理費

(1)人件費

人件費計

(2)そ の他経費
旅費交通費
通信運搬費

消耗品費

会議費
研修費

その他

その他経費計

管理費計

経常費用計

当期経常増減額□

Ⅲ 経常外収益

講演料等

経常外収益計
Ⅳ 経常外費用

経常外費用計

当期正味財産増減額

前期彙越正味財産額

次期繰越正味財産額

780,000 780,000

2,897,461

377,000

72

4,054,533

2,979,434

2,897,461

377,000

72

2,436,115

543 319

ｎ

）

1,850,879

151,005

400,000

34,231

2,436,115

ｎ

）

209,694

25,144

116,950

76,552

33,000

81,979

543,319

118,789

1,075,099

118,789

0

1,193,888

7,856,216

9,050,104



法人名 :特定非営利活動法人AmModico

宜借�皿塞
2022年  3月 31日 現在

(単位 :円 )

科   目 全  績
I贅産の部

1.流動資産

現金預金

未収入金

流動資産合計

り.固定資産
固定責産合計

資産合計

I負債の部

1.流動負債

未払金

前受金

流動負債合計

う。固定負債
固定負債合計

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

9,467,012

70,302

9,537,314

ｎ

）

9 537 314

487=210

9 050 104

437.210

50 0

487,210

ｎ

）

7,856,216

1,193,888

9,537,314
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重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年 7月 20日 2017年 12月 12日 最終改正 NPO法人会計基準協議会)に
よっています。

(1)固定資産の滅価償却の方法

該当事項はありません。7(2)施
設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当事項はありません。

(3)ポランティアによる役務の提供
該当事項はありません。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

.事業別損益の状況

単一事業であるため記載を省略いたします。

施設のJ割共等の物的サービスの受入れの内訳

該当事項はあ暗 せん。

活動の原価の算定にあたつて必要なボランティアによる役務の提供の内訳

該当事項はありません。

固定資産の増減内訳

該当事項はありません。

借入金の増減内訳

該当事項はありません。

.役員及びその近親者との取引の内容

該当事項はま,り 虻 ん。
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法人名 :特定非営利活動法人AmMedico

量産且量
2022年  3月 31日 現在

(単位 :円 )

科  目 金  額

I責産の部

1.流動資産

現金預金

手許現金

銀行普通預金

未収入金

Pa,al

流動資産合計
り。固定資産

固定資産合計

贅産合計

I負債の部

1.流動負債

未払金

立替経費未精算
コーポレートカード引落未払金

前受金

会費前受金

流動負債合計

り.固定負債
固定負債合計

負債合計

正味財産

33,550

9,433,462

70,302

9,537,314

ｎ

）

9,537,314

487,210

421,678

15,532

50,000

487,210

ｎ

）

9,050,104
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2021年度年間役員名簿 (蘭事彙年口において■■であつたことがある全■0氏名■び住隋ヌは日
"菫びにこれらの■についての●事黎年壼における0日の有●をE● したら●)

笠左左豊型麹堕五型重笙」堕工⊆

1 確認事項 〈法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

●各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期間

(該当者のみに記入)
氏    名

1
監 事

アンサ・イエリ 2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年 月 ロ

年 月 日安齊忠理

2
監 事

アオキモトヒロ 2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年 月 ロ

年 月 日青木基浩

3
監 事

アキヤママキコ 2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年 月 日

年 月 日秋山牧子

4
監 事

タケムラノリコ 2021年 ■月 1日

2022年 3月 31日

年 月 ロ

年 月 日竹村の り子

5
監 事

ツホ・インョウタ 2021年 11月 28日

2022年 3月 31日

年 月 日

年 月 日坪井祥太

6
理 事

カマチマサヒテ
・

2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年 月 日

年 月 日蒲地正英

口【]
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社 員 名 簿 (社員のうち10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法 Afriledico

氏   名

安書 恵理

2 青木 基浩

3 秋山 牧子

4 竹村 の り子

5 坪井 祥太

6 三津間 香繊

7 内田 有紀

8 河村 織子

9 澤崎 和宣

10 秋山 義之



監査報告書

NPO法人

代表理事

AfriMedico

町井 恵理 様

2022年15月 14日

、監事蒲地

私は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人であるAfriMedico

の2021年度 (2021年4月 1日 から2022年 3月 31日 まで)の事業報告書及び計算書類 (財産目録、

貸借対照表及び収支計算書)について監査を行った。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会に出席 し必要と認める場合に

は質問を行った。また、経営の状況及び財産の状況に関する監査に当たっては、証拠書類の閲

覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び2021年度の活動方針、事業計画に基づき適正に執

行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと

認められた。

よって、私は、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人であるAfriMedicoの

2022年 3月 31日 をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況及び同日現在の財政状

態を通正に表示 しているものと認める。

以上


